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iDeCo の制度が改正されます 

何が変わる？ 

2022 年 10 月から、企業型 DC 加入者でも原則 iDeCo に加入できるようになり

ます。労使合意の規約や事業主掛金上限の引下げがなくても、全体の拠出限度額

か 事業主掛金を控除した残余の範囲内で加入できるようになるので、企業型

DC 加入者が iDeCo を利用しやすくなります。 

メリット 

iDeCo は掛金の全額が所得控除になるため、所得税と住民税を軽減できる効果

があります。また、iDeCo は自分で金融機関を選ぶため、企業型 DC では扱って

いない商品を選択することもできます。 

注意点 

加入者掛金拠出制度と iDeCo は併用できないのでどちらかを選ばなくてはな

りません。また、iDeCo の掛金額は各月企業型 DC の事業主掛金額と合算して月

額 5.5 万円、確定給付型の他制度にも加入する場合は月額 2.75 万円を超えるこ

とはできません。 

下記表を参考にしてください。 

 

 
企業型 DC のみに加入する場合 

企業型 DC と確定給付型の他制度に 
加入する場合 

iDeCo の掛金額 
月額 5.5 万円 
－各月の企業型 DC の事業主掛金額 
iDeCo の拠出限度額の上限は 2 万円 

月額 2.75 万円 
－各月の企業型 DC の事業主掛金額 
iDeCo の拠出限度額の上限は 1.2 万円 

 

今回の改正を機に、今まで iDeCo を利用できなかった人も利用を検討してみて

はいかがでしょうか？ 

ご不明な点などあれば、当事務所までお問い合わせください！ 
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